
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２２２回　名護市議会定例会議案 

 

 

 
 

令和８年３月２日提出 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

名護市



 目　　　　　　　　　　　　　　　　録

 

 
議案 第 １ 号 名護市企業版ふるさと納税基金条例の制定について

 
議案 第 ２ 号 名護市宿泊税条例の制定について

 
議案 第 ３ 号

名護市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について

 
議案 第 ４ 号

名護市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用

給付に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 
議案 第 ５ 号

名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について

 
議案 第 ６ 号

名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

 
議案 第 ７ 号 名護市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

 
議案 第 ８ 号 名護市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

 
議案 第 ９ 号 名護市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

 
議案 第 １０ 号 市有林野の貸付地設定について

 
議案 第 １１ 号

50,000 平方メートルを超える市有林野の貸付けについて（キャンプ・シュワ

ブ）

 
議案 第 １２ 号 50,000 平方メートルを超える市有林野の貸付けについて（辺野古弾薬庫）

 
議案 第 １３ 号

50,000平方メートルを超える市有林野の貸付けについて（キャンプ・ハンセ

ン）

 
議案 第 １４ 号 物品の購入について（スポーツコンベンション交流拠点施設備品）

 
議案 第 １５ 号 沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約変更について

 
議案 第 １６ 号 令和８年度名護市一般会計予算について



 
議案 第 １７ 号 令和８年度名護市国民健康保険特別会計予算について

 
議案 第 １８ 号 令和８年度名護市後期高齢者医療特別会計予算について

 
議案 第 １９ 号 令和８年度名護市介護保険特別会計予算について

 
議案 第 ２０ 号 令和８年度名護市水道事業会計予算について

 
議案 第 ２１ 号 令和８年度名護市下水道事業会計予算について

 
報告 第 １ 号

専決処分した事件の報告について（令和７年度名護市一般会計補正予算

（第７号））

 
報告 第 ２ 号 専決処分した事件の報告について（市長の専決事項の指定による処分）



 

 

議案第１号 

 

　　　名護市企業版ふるさと納税基金条例の制定について 

 

　名護市企業版ふるさと納税基金条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求め

ます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　　　 

 

 

提案理由 

　地域再生法（平成17年法律第24号）第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと

創生寄附活用事業の実施に必要な基金を設置するため、当該条例を制定したいので、本案

を提出します。 



 

 

名護市企業版ふるさと納税基金条例 

（設置） 

第１条　地域再生法(平成17年法律第24号)第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・し

ごと創生寄附活用事業に関し、法人から寄附された寄附金を適正に管理し、当該事業の

経費の財源に充てるため、地方自治法（昭和22年法律第67条）第241条第１項の規定に基

づき、名護市企業版ふるさと納税基金（以下「基金」という。)を設置する。 

（積立て） 

第２条　基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条　基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編

入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条　市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条　市長は、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、

基金の全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条　この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。



議案第２号 

 

　　　名護市宿泊税条例の制定について 

 

　名護市宿泊税条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　　　 

 

 

提案理由 

　訪れる人、働く人、暮らす人から選ばれ続ける観光都市の実現に向け、観光産業の発展

に関する施策に要する費用の財源を確保するため、当該条例を制定したいので、本案を提

出します。 



 

 

名護市宿泊税条例 

（課税の目的） 

第１条　名護市は、訪れる人、働く人、暮らす人から選ばれ続ける観光都市の実現に向け、

観光産業の発展に関する施策に要する費用に充てるため、地方税法（昭和25年法律第22

6号。以下「法」という。）第５条第７項の規定に基づき、宿泊税を課する。 

（定義） 

第２条　この条例において使用する用語の定義は、この条例に定めるもののほか、法及び

名護市税条例（昭和47年条例第20号。以下「市税条例」という。）において使用する用語

の例による。 

（賦課徴収）  

第３条　宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び市税条例

の定めるところによる。 

（納税義務者等）  

第４条　宿泊税は、旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第２項に規定する旅館・ホテ

ル営業及び同条第３項に規定する簡易宿所営業並びに住宅宿泊事業法（平成29年法律第6

5号）第２条第３項に規定する住宅宿泊事業に係る施設（以下「宿泊施設」という。）に

おける宿泊に対し、その宿泊者に課する。 

（課税免除）  

第５条　次に掲げる宿泊に係る宿泊者に対しては、宿泊税を課さない。  

⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除く。以下この

条において｢学校｣という。）において教育を受ける幼児、児童、生徒若しくは学生（以

下この条において｢学生等｣という。）又は当該学生等を引率する者が当該学校の教育活

動（規則で定めるものに限る。）として宿泊する場合（学生等が在籍する学校の校長又

は園長がその旨を証明する場合に限る。）の当該宿泊 

⑵　学生等又は当該学生等を引率する者が公益財団法人日本中学校体育連盟その他の規

則で定める団体の主催する大会（教育活動又はこれに類するものに限る。）に参加する

ために宿泊する場合（規則で定める者がその旨を証明する場合に限る。）の当該宿泊（前

号に掲げる宿泊を除く。） 

（課税標準）  

第６条　宿泊税の課税標準は、１人１泊当たりの宿泊料金（宿泊者が宿泊施設の宿泊に関

して名称を問わず当該宿泊施設に支払うべき額（当該宿泊に対する宿泊補助金、宿泊助

成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施

設に支払うべき額を含む。）から次に掲げる額を除いた金額をいう。）とする。ただし、

当該宿泊料金が10万円を超える場合には、10万円とする。 

⑴　宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設（客室を除く。）の利用その他これらに類す

る利用行為の対価に相当する額  

⑵　消費税、地方消費税その他の税金に相当する額 

⑶　立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額  

⑷　前３号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずるものと認めるものに相当する額 

（税率及び税額の端数計算）  

第７条　宿泊税の税率は、100分の1.2とする。  

２　宿泊税は、地方税法施行令（昭和25年政令第245号）第６条の17第２項第９号の条例で

指定する法定外目的税とする。 

（徴収の方法）  

第８条　宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。 



 

 

（特別徴収義務者）  

第９条　宿泊税の特別徴収義務者（以下「特別徴収義務者」という。）は、宿泊施設の経営

者とする。  

２　前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項に規定する者以

外の者であって宿泊税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することが

できる。 

（特別徴収義務者としての登録等）  

第10条　前条第１項に規定する特別徴収義務者は、宿泊施設の経営を開始しようとする日

の５日前までに、同条第２項の規定により指定を受けた特別徴収義務者はその指定を受

けた日から５日以内に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者として

の登録を市長に申請しなければならない。  

２　前項の登録を申請しようとする者は、当該宿泊施設の所在地及び名称その他必要な事

項を記載した規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。  

３　市長は、第１項の規定による登録の申請を受理した場合においては、その申請した者

を特別徴収義務者として登録し、その者（以下この条において「登録特別徴収義務者」

という。）に対し、規則で定める証票（以下｢証票｣という。）を交付する。 

４　証票の交付を受けた者は、これを当該宿泊施設の公衆の見やすい箇所に掲示しなけれ

ばならない。  

５　証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。  

６　登録特別徴収義務者は、登録した事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、規

則で定める届出書を市長に提出しなければならない。  

７　登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を１月以上休止しようとするときは、遅

滞なく、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。  

８　前項の規定による届出書を提出した者であって当該届出書に係る休止の期間を定めな

かった者は、当該宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、規則で定める

届出書を市長に提出しなければならない。  

９　登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、その廃止した日から1

0日以内に規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。 

10　証票の交付を受けた者は、当該宿泊施設に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅した場

合には、その消滅した日から10日以内にその証票を市長に返さなければならない。 

（申告納入）  

第11条　特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月１日から同月末日までの期間において

徴収すべき宿泊税に係る宿泊料金の総額、税額その他必要な事項を記載した規則で定め

る納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。 

２　特別徴収義務者が、申告納入すべき前項の税額が規則で定める金額以下であることそ

の他の規則で定める要件に該当するものとして規則で定めるところにより市長が指定し

た者である場合には、同項の規定により次の表の左欄に掲げる月に提出すべき納入申告

書の提出期限及び納入金の納入期限は、同項の規定にかかわらず、同表右欄に掲げる月

に提出すべき納入申告書の提出期限及び納入金の納入期限と同一の期限とする。 

３　前２項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、宿泊施設の経営を廃止した場合にお

 １月及び２月 ３月
 ４月及び５月 ６月
 ７月及び８月 ９月
 10月及び11月 12月



 

 

いては、その廃止した日から10日以内に、その廃止した日までにおいて徴収すべき宿泊

税について、第１項に規定する規則で定める納入申告書を市長に提出し、及びその納入

金を納入しなければならない。 

４　市長は、第２項の規定による指定をした特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当

しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。 

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除）  

第12条　市長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることが

できなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失

ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合において

は、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれ

に相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を

免除するものとする。  

２　前項の規定による還付又は納入義務の免除を申請しようとする特別徴収義務者は、規

則で定める申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明することができる

書類を添付して、市長に提出しなければならない。  

３　市長は、第１項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を

受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充

当することができる。 

４　市長は、第１項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定す

る措置をとるかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者

に通知しなければならない。 

（特別徴収義務者の帳簿の記載義務等）  

第13条　特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者

数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数、宿泊税額その他市長が必要と認める事項を帳簿

に記載し、かつ、当該帳簿を当該帳簿の使用が終わった日の属する月の末日の翌日から

３月を経過した日から５年間保存しなければならない。  

２　特別徴収義務者は、宿泊に当たって作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、

宿泊料金、宿泊者数、宿泊税額が記載されているものその他の市長が必要と認める書類

を作成し、かつ、当該書類を当該宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から３月を

経過した日から５年間保存しなければならない。 

（帳簿及び書類の電磁的記録による保存等）  

第14条　特別徴収義務者は、前条第１項の規定により備付け及び保存をしなければならな

い帳簿（以下「関係帳簿」という。）の全部又は一部について、自己が最初の記録段階か

ら一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該

関係帳簿に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。以下同じ。）の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存

に代えることができる。 

２　特別徴収義務者は、前条第２項の規定により作成及び保存をしなければならない書類

（以下「関係書類」という。）の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使

用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録

の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。 

３　前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類（規則で定めるものを除く。）

の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置によ

り電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電



 

 

磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、

当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていな

いとき（当該関係書類の保存が行われている場合を除く。）は、当該特別徴収義務者は、

当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録

を保存しなければならない。 

（帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等）  

第15条　特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階か

ら一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該

関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィ

ルム（電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルム

をいう。以下同じ。）による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることが

できる。  

２　特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を

使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記

録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代える

ことができる。 

３　前条第１項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関

係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第２項の規定により関係

書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者

は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、

規則で定めるところにより、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計

算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電

磁的記録の保存に代えることができる。 

（電磁的記録等に対する規定の適用）  

第16条　第14条第１項、第２項若しくは第３項前段又は前条各項のいずれかに規定する規

則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は保存が行われて

いる関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例

の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該

関係帳簿又は当該関係書類とみなす。 

（帳簿の記載義務違反等に関する罪）  

第17条　次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に

処する。  

⑴　第10条第４項の規定に違反して証票を掲示しなかった者又は同条第５項の規定に違

反して証票を他人に貸し付け若しくは譲り渡した者 

⑵　第10条第10項の規定に違反して証票を市長に返さなかった者  

⑶　第13条第１項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載

をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同項の帳簿を隠匿した者  

⑷　第13条第１項の規定に違反して帳簿を５年間保存しなかった者  

２　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人

の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その

法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

（間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税）  

第18条　宿泊税は、地方税法施行令第６条の22の４第６号及び第６条の22の９第４号に規

定する条例で指定する法定外目的税とする。 

（規則への委任） 



 

 

第19条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則  

（施行期日）  

１　この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、公布の日

から施行する。  

（適用区分）  

２　この条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の宿泊（施行

日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。）について適用する。  

（経過措置）  

３　施行日前に宿泊施設の経営をし、かつ、この条例の施行後引き続き宿泊施設の経営を

しようとする者については、施行日に宿泊施設の経営を開始するものとみなす。  

（準備行為）  

４　第９条第２項の規定による特別徴収義務者の指定及び第10条第３項の規定による特別

徴収義務者の登録並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前

においても、第９条第２項及び第10条第３項の規定の例により行うことができる。  

（徴収の方法の特例） 

５　市長は、沖縄県が法第４条第６項の規定により、市内の宿泊施設において宿泊料金を

受けて行われる宿泊に対して課する税（以下この項及び次項において「県宿泊税」とい

う。）がある場合には、法第20条の３第１項ただし書の規定により、県宿泊税に係る賦課

徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。  

（県宿泊税に係る督促、滞納処分等） 

６　市長は、県宿泊税に係る督促、滞納処分等について、宿泊税と併せて督促状を発し、

滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。 

（検討）  

７　市長は、令和11年度を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を

勘案し、この条例の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。



議案第３号 

 

　　　名護市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 

 

　名護市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定し

たいので、議会の議決を求めます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　　　 

 

 

提案理由 

　特定乳児等通園支援事業における乳児等支援給付費の給付に係る基準を定めるため、当

該条例を制定したいので、本案を提出します。 



名護市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章　総則（第１条・第２条） 

第２章　特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節　利用定員に関する基準（第３条） 

第２節　運営に関する基準（第４条―第32条） 

第３章　雑則（第33条） 

附則 

第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）

第54条の３において準用する法第46条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業

の運営に関する基準を定めるものとする。 

（一般原則） 

第２条　特定乳児等通園支援事業者（法第54条の３に規定する特定乳児等通園支援事業者

をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の

軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことに

より、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目

指さなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子ども（法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以

下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に

立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都

道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第27条第１項に規定する特定教育・保育施

設及び法第29条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特

定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う

事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その

他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章　特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節　利用定員に関する基準 

第３条　特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第54条の２第１項の

確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第30条の16に規定する

乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支援事業者が提

供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日

数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。 

　　　　第２節　運営に関する基準 

（面談） 

第４条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園
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支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護

者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保

護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話

を含む。）を行わなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第19条

に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により当該特定乳児等通

園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に

関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明し、当

該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならな

い。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第30条の15第３項

に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について

法第54条の３において準用する法第54条第１項の規定により市町村が行うあっせん及び

要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園

支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第30条の15第３項に

規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則

（平成26年内閣府令第44号）第28条の24各号に掲げる事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条　特定乳児等通園支援事業者は、法第30条の15第１項の認定（以下この条において

「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込みがあった場

合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう

必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第９条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等

支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養

育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その

他の教育・保育等（法第56条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の

把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第10条　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供され

る法第27条第１項に規定する特定教育・保育及び法第29条第１項に規定する特定地域型

保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他

特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第11条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日

時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 



（支払） 

第12条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第30条の20第５項（法第30条の2

1第３項において準用する場合を含む。）の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支

援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援

事業者が受領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援給

付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法

第30条の20第３項に規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとす

る。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の

提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると

認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるもの

の額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の

支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援

給付認定保護者から受けることができる。 

⑴　日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用 

⑵　特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

⑶　食事の提供に要する費用 

⑷　特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

⑸　前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する

費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用で

あって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４　特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の

額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなけれ

ばならない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、あらか

じめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理

由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説

明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第３項の規定による金銭の

支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第13条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳

児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等

支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費

用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等

支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第14条　特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和2

3年厚生省令第63号）第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理

大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

６条の３第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象

小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提



供を適切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第15条　特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公

表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第16条　特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の

心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な

助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第17条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行ってい

るときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速

やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第18条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付

認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支

援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を

市町村に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第19条　特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（第22条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

⑴　特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

⑵　その提供する特定乳児等通園支援の内容 

⑶　職員の職種、員数及び職務の内容 

⑷　特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

⑸　第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払

を求める理由及びその額 

⑹　第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

⑺　特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっ

ての留意事項 

⑻　緊急時等における対応方法 

⑼　非常災害対策 

⑽　虐待の防止のための措置に関する事項 

⑾　その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第20条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳

児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤

務の体制を定めておかなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通

園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、

特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のため



に、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第21条　特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間当たりの

利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第22条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から

支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選

択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動

的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の

閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第23条　特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、

社会的身分又は第12条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならな

い。 

（虐待等の禁止） 

第24条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福

祉法第33条の10第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第25条　特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当

な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業

者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定

子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定

子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第26条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようと

する乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえ

て適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定

乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場

合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第27条　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第59条第１号に規定する事業

をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者支援

事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者

をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う

事業者をいう。次項において同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ど

も又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 



２　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事

業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又

はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。 

（苦情解決） 

第28条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等

支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認保護者その他の当該乳児等支援給付認定子ど

もの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な

措置を講じなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容そ

の他の事項を記録しなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援

給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第30条の1

3において準用する法第14条第１項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類そ

の他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定乳

児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支

援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ

ばならない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を市町村に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第29条　特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第30条　特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各

号に定める措置を講じなければならない。 

⑴　事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 

⑵　事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が

報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。 

⑶　事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支援給付認定子

どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

（会計の区分） 

第31条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の



会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第32条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

⑴　第14条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

⑵　第11条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

⑶　第18条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷　第28条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸　第30条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第３章　雑則 

（電磁的記録等） 

第33条　特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているもの

については、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）に

より行うことができる。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出について

は、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提

出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、

当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報

処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供する

ことができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交

付し、又は提出したものとみなす。 

⑴　電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、

乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給

付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

⑵　電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイル

に記載事項を記録したものを交付する方法 

３　前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力する



ことにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

⑴　第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

⑵　ファイルへの記録の方式 

５　前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定

保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ

ったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び

前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６　第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につ

いて準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書

面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書

面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提

供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面

等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提

供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、

「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項におい

て準用する前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第

２項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提

供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるの

は「第６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項に

おいて準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第

２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意

の取得」と読み替えるものとする。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。



議案第４号 

 

　　　名護市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

名護市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　 

 

 

提案理由 

　特定乳児等通園支援事業の実施における利用料等を徴収するため、また、文言整理のた

め、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 

 



名護市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関する条

例の一部を改正する条例 
名護市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関する条例

（平成 26 年条例第 35 号）の一部を次のように改正する。 
　題名中「施設等利用給付」の次に「等」を加える。 
　第１条中「施設等利用給付」の次に「並びに乳児等のための支援給付」を加える。 
第３条中「第12号」の次に「。以下「条例」という。」を、「第２条に規定する認定こども

園」の次に「（以下、「名護市立認定こども園」という。）」を加え、「名護市立認定こども園

の設置及び管理に関する条例第３条」を「条例第３条」に、「当該支給認定こども」を「当

該支給認定子ども」に改め、同条の次に次の１条を加える。 
　（利用料等） 
第３条の２　市長は、乳児等のための支援給付認定子どもが名護市立認定こども園におい

て特定乳児等通園支援事業の提供を受けたときは、当該支給認定子どもの保護者から利

用料を徴収する。 
２　前項に規定する利用料は、規則で定める。 
３　市長は、食費（おやつ代を含む。）その他名護市立認定こども園の利用に係る経費であ

って、乳児等のための支援給付認定子どもの保護者が負担することが適当と認められる

費用について、実費の額の範囲内において規則で定める額を徴収する。 
　第４条の見出し中「利用者負担金」の次に「等」を加え、同条中「利用者負担金」を「第

３条に規定する利用者負担金及び前条に規定する利用料等」に改める。 
　　　附　則 
　この条例は、令和８年４月１日から施行する。



議案第５号 

 

　　　名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　 

 

 

提案理由 

　乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）の一部改

正に伴い、また、文言整理のため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 

 



名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

　名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年条例第

25号）の一部を次のように改正する。 

　第10条（見出しを含む。）及び第11条（見出しを含む。）中「乳児等通園支援事業者」を

「乳児等通園支援事業所」に改める。 

　第14条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児

等通園支援事業所」に改める。 

　第17条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「並びに」を「そ

の他の」に改める。 

　第19条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

　第21条第３項中「利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成24年法律第85号）第

27条第１項又は第29条第１項の確認において定める利用定員をいう。）」を加える。 

　第23条の次に次の１条を加える。 

　（設備及び職員の基準の特例） 

第23条の２　子ども・子育て支援法第30条第１項第４号に規定する特例保育を行う事業者

が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前

２条の規定は適用しない。 

　第27条後段を削る。 

　第28条中「その職員」を「その乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。



議案第６号 

 

　　　名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

　名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定したいので、議会の議決を求めます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　　　 

 

 

提案理由 

名護市母子及び父子家庭等医療費助成対象者を拡充するため、当該条例を改正したいの

で、本案を提出します。 



名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

　名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例（平成６年条例第13号）の一部を次

のように改正する。 

　第２条第１項第１号中「者」の次に「又は20歳未満で児童扶養手当法施行令（昭和36年

政令第405号）第１条第１項で定める程度の障害の状態にある者」を加える 

　　　附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。



議案第７号 

 

　　　名護市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

　名護市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決

を求めます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　　　 

 

 

提案理由 

　介護保険法施行令（平成10年政令第412号）の一部改正に伴い、また、文言整理のため、

当該条例を改正したいので、本案を提出します。 



　　名護市介護保険条例の一部を改正する条例 

　名護市介護保険条例（平成12年条例第20号）の一部を次のように改正する。 

　第４条第１項第13号イ中「、次号イ」を「又は次号イ」に、同条第２項中「所得の少な

い」を「前項第１号から第３号までに掲げる」に改め、「前項に該当する者の」を削り、「令

和８年度までにおける」を「から令和８年度までの各年度における」に改める。 

附則に次の３条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第９条　第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課す

る市町村に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税

の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者（同法第294条第３項

の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に

限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給

与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第

１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が551,000円以上651,000円未満で

ある者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号

ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第1

4号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法第292

条第１項第13号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が０円を下回る場合には、０円とする。以下同じ。）」

とあるのは、「合計所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定する合計所得金額を

いい、当該合計所得金額に所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令

和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額を

加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当

該合計所得金額が０円を下回る場合には、０円とする。以下同じ。）」とする。 

２　第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年

中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である者に限る。）の令和８年度

における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第

９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。）の

規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法第292条第１項第13号に規定する合計

所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは

第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条

の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得

金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が０円を下回る場合には、０円とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額

（地方税法第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所

得税法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額

については、同条第２項の規定によって計算した金額に100,000円を加えた額によるもの

とし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令

第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０

円を下回る場合には、０円とする。以下同じ。）」とする。 



３　第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年

中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満である者に限る。）の令和８年

度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。）

の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法第292条第１項第13号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法第33条の４第１項若しく

は第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35

条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所

得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計

所得金額が０円を下回る場合には、０円とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金

額（地方税法第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額については、同条第２項の規定によって計算した金額に650,000円から令和７年給与所

得控除額（令和７年中の所得税法第28条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該

給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第１条の

規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額とし

て、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除し

て得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による

特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０円を下回る場合には、０円と

する。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第10条　第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項の

規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の

うちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに

該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されている者とみなす。 

　⑴　令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料の賦

課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。）であって、

令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦

課する市町村に住所を有する者（同法第294条第３項の規定により当該市町村の住民基

本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

　⑵　地方税法第295条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合の

いずれかに該当する者 

　　ア　令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、1,

350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額

から550,000円を控除して得た額以下である場合 

　　イ　令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、1,

350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、100,000円以下である場合 

　　ウ　令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、

1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中

の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、

同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除し

て得た額を控除して得た額以下である場合 



　⑶　地方税法第295条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合の

いずれかに該当する者 

　　ア　令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、地

方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定め

る金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額か

ら550,000円を控除して得た額以下である場合 

　　イ　令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、

地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定

める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合 

　　ウ　令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、

地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定

める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中の給

与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、同表

により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得

た額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

２　第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項の規定

の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項

第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、同

年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

（令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の減免） 

第11条　市長は、第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに

令和７年度及び令和８年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されてい

ない者で令附則第25条及び前条の規定により令和８年度分の同法の規定による市町村民

税が課されているものとみなされることとなるもの（令和７年度分の同法の規定による

市町村民税が課されていないことを本市が保有する情報で確認することができる者に限

る。以下「みなし課税者」という。）がいる場合であって、そのみなされることにより当

該第１号被保険者の令和８年度分の保険料に係る保険料段階（第４条第１項各号に掲げ

る区分をいう。以下同じ。）が、当該みなし課税者に令附則第25条及び前条の規定の適用

がないものとした場合に決定されるべき当該第１号被保険者の令和８年度分の保険料に

係る保険料段階（次項において「令附則第25条等非適用保険料段階」という。）よりも保

険料率の高い保険料段階に決定されるときは、当該第１号被保険者の令和８年度分の保

険料を減免する。 

２　前項の規定による減免後の令和８年度分の保険料の額は、令附則第25条等非適用保険

料段階の保険料率により算定した保険料の額とする。 

３　第１項の規定による保険料の減免については、第11条第２項に規定する保険料の納付

義務者の申請を要しない。 

　　　附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。



議案第８号 

 

　　　名護市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

　名護市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決

を求めます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　　　 

 

 

提案理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制

定に関する基準を定める省令（平成14年総務省令第24号）等の一部改正に伴い、また、感

震ブレーカーの普及促進を規定するため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。



　　　名護市火災予防条例の一部を改正する条例 

　名護市火災予防条例（平成３年条例第14号）の一部を次のように改正する。 

　第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウナ室に設ける

放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサ

ウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）」に改め、同項第２号

及び同条第２項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条を第７条の３とし、

第７条の次に次の１条を加える。 

　（簡易サウナ設備） 

第７条の２　簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウ

ナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレル型サウナ室（サウナ室

のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱設備であって、定格出力

６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）

の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。  

⑴　火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物 

品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に 

関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。 

⑵　簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することがで 

きる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備にあ 

っては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設 

置した場合は、この限りではない。  

２　前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、 

第３条（第１項第１号、第10号から第14号まで、第16号から第18号の３まで、第２項第 

６号及び第３項並びに第４項を除く。）及び第５条第１項の規定を準用する。  

　第29条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を加える。 

　第44条第６号の次に次の１号を加える。 

　⑹の２　簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

　第44条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

附　則 

この条例は、令和８年３月31日から施行する。



議案第９号 

 

　　　名護市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

名護市立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議

決を求めます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　 

 

 

提案理由 

　稲田幼稚園及び久辺幼稚園を廃止するため、当該条例を改正したいので、本案を提出し

ます。 

 



名護市立学校設置条例の一部を改正する条例 

　名護市立学校設置条例（平成20年条例第20号）の一部を次のように改正する。 

　別表第１中 

「 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

を 

「 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

 
羽地幼稚園 名護市字田井等601番地２

 
稲田幼稚園 名護市字我部祖河440番地１

 
久辺幼稚園 名護市字豊原208番地

 
屋部幼稚園 名護市字屋部47番地

 
羽地幼稚園 名護市字田井等601番地２

 
屋部幼稚園 名護市字屋部47番地



議案第１０号

   市有林野の貸付地設定について

市有林野の貸付地を別紙のとおり設定をしたいので、議会の議決を求めます。

  令和８年３月２日提出

名護市長  渡具知 武豊     

提案理由

名護市林野条例（昭和49年条例第22号）第40条の規定により、本案を提出します。



番号 大字 地番 枝番 登記地目 登記地積（㎡） 貸付地面積（㎡）

1 辺野古 630 2 山林 40,544.00 4,188.00

2 屋部 1791 1 原野 121,337.00 3,790.00

7,978.00

 　　貸付地の設定

貸付地

貸付地面積合計



議案第１１号

   ５０，０００平方メートルを超える市有林野の貸付けについて（キャンプ・シュワ

ブ）

 ５０，０００平方メートルを超える市有林野の貸付けをしたいので、別紙のとおり議会

の議決を求めます。

  令和８年３月２日提出

名護市長 渡具知 武豊     

提案理由

名護市林野条例（昭和49年条例第22号）第42条第１項第３号の規定により、本案を提出

します。



大字 地番 枝番 登記地目 登記地積（㎡） 貸付面積（㎡） 合計貸付面積（㎡）

許田 1067 山林 2,166,449.00 1,774,234.00

許田 1067 2 山林 552,353.00 552,353.00 13,023,573.96

許田 1067 18 山林 1,339.00 1,339.00

許田 1067 20 山林 1,835.00 1,835.00

許田 1067 26 山林 3,739.00 3,739.00

許田 1067 27 山林 82.00 82.00

許田 1067 28 山林 332.00 332.00

数久田 1363 1 山林 2,467,906.00 2,104,412.00

世冨慶 1079 2 山林 563,457.00 513,602.00

久志 556 1 山林 306,589.00 260,156.00

久志 741 山林 821,136.00 821,136.00

久志 1041 1 山林 2,656,253.00 2,656,253.00

久志 1042 1 山林 458,921.00 557,560.00

久志 1042 3 山林 13,350.00 13,350.00

豊原 223 山林 520,968.00 520,968.00

豊原 224 山林 316,548.00 293,715.00

辺野古 560 雑種地 48,688.00 48,688.00

辺野古 630 2 山林 40,544.00 36,356.00

辺野古 630 17 山林 26,925.00 888.00

辺野古 690 2 山林 292,326.00 292,326.00

辺野古 715 原野 577.00 577.00

辺野古 717 原野 276.00 276.00

辺野古 721 原野 1,656.00 1,656.00

辺野古 722 原野 326.00 326.00

辺野古 724 原野 226.00 226.00

辺野古 728 2 山林 1,355,410.00 861,218.00

辺野古 730 原野 37,783.00 37,783.00

辺野古 731 原野 6,515.00 6,515.00

辺野古 733 山林 1,432,584.00 1,432,584.00

辺野古 806 2 原野 3.96 3.96

辺野古 807 2 原野 293.00 293.00

辺野古 1001 2 原野 38.00 38.00

辺野古 1011 山林 228,754.00 228,754.00

国
支出負担行為担当官
沖縄防衛局長

契約相手

50,000平方メートルを超える市有林野の貸付け

貸付地

（キャンプ・シュワブ）



議案第１２号

   ５０，０００平方メートルを超える市有林野の貸付けについて（辺野古弾薬庫）

 ５０，０００平方メートルを超える市有林野の貸付けをしたいので、別紙のとおり議会

の議決を求めます。

  令和８年３月２日提出

名護市長 渡具知 武豊     

提案理由

名護市林野条例（昭和49年条例第22号）第42条第１項第３号の規定により、本案を提出

します。



大字 地番 枝番 登記地目 登記地積（㎡） 貸付面積（㎡） 合計貸付面積（㎡）

辺野古 630 1 山林 211,887.00 211,887.00

辺野古 630 12 山林 153,046.00 153,046.00

辺野古 630 13 雑種地 446,339.00 446,339.00

辺野古 630 14 雑種地 1,859.00 1,859.00

辺野古 630 15 雑種地 2,840.00 2,840.00

辺野古 630 16 雑種地 103.00 103.00

辺野古 630 17 山林 26,925.00 26,037.00

辺野古 630 18 雑種地 100,053.00 100,053.00

辺野古 690 3 山林 69,251.00 26,698.00

二見 240 1 畑 69,569.00 69,569.00

国
支出負担行為担当官
沖縄防衛局長

1,038,431.00

50,000平方メートルを超える市有林野の貸付け
（辺野古弾薬庫）

契約相手
貸付地



議案第１３号

   ５０，０００平方メートルを超える市有林野の貸付けについて（キャンプ・ハンセ

ン）

 ５０，０００平方メートルを超える市有林野の貸付けをしたいので、別紙のとおり議会

の議決を求めます。

  令和８年３月２日提出

名護市長 渡具知 武豊     

提案理由

名護市林野条例（昭和49年条例第22号）第42条第１項第３号の規定により、本案を提出

します。



大字 地番 枝番 登記地目 登記地積（㎡） 貸付面積（㎡） 合計貸付面積（㎡）

喜瀬 1051 山林 1,355,494.00 17,017.49

喜瀬 1052 1 山林 359,875.00 11,941.62

幸喜 2122 1 山林 1,963,322.00 29,818.30

許田 1066 5 山林 49,383.00 496.58

久志 1042 4 山林 3,545.00 3,545.00

久志 1042 9 山林 714.00 714.00

50,000平方メートルを超える市有林野の貸付け
（キャンプ・ハンセン）

契約相手
貸付地

国
支出負担行為担当官
沖縄防衛局長

63,532.99



議案第１４号 

 

　　　物品の購入について（スポーツコンベンション交流拠点施設備品） 

 

次のとおり物品を購入したいので、議会の議決を求めます。 

 

１　購入する物品　　什器等、トレーニング器具 

２　購入の方法　　指名競争入札 

３　購 入 金 額　　97,900,000円 

４　契約の相手方　　株式会社ジムキ文明堂　北部支店 

　　　　　　　　　名護市字為又８５７番地１ 

　　　　　　　　　取締役　大田　守政 

 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　　　 

 

提案理由 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年条例第15

号）第３条の規定により、本案を提出します。



議案第１５号 

 

　　　沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約の変更について 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、沖縄県消防通信

指令施設運営協議会規約を別紙のとおり変更することについて協議するため、議会の議決

を求めます。 

 

 

　　令和８年３月２日提出 

 

名護市長　渡具知　武豊　　　　　 

 

 

提案理由 

　沖縄県消防通信指令施設運営協議会の所在地を変更するため、同協議会規約を変更した

いので、地方自治法第252条の６の規定により、本案を提出します。 



沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約の一部を変更する規約 

 

　沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約（平成23年７月21日制定）の一部を次のように

変更する。 

　第６条中「嘉手納町字屋良1220番地」を「うるま市字大田77番地」に変更する。 

　　　附　則 

　この規約は、令和８年４月１日から施行する。




